
平成２８年１２月議会 

提出議案（概要） 

１ 条例議案  ・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ １  

２ 指定管理者の指定について  ・・・・・・・・ Ｐ ３ 

３ 平成２８年度１２月補正予算（案）  ・・・・ Ｐ９３ 

４ その他（報告）  ・・・・・・・・・・・・・ Ｐ９５ 

保健福祉局 





【議案第１７４号】「北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例」の一部改正について 

１ 改正理由 

北九州市障害者スポーツセンター・アレアスのトレーニング室利用者増に伴う受入れ能力拡

大のため、現行のトレーニング室（２１６㎡（居室部分１４３㎡と居室外部分７３㎡の合計））

と大スタジオ（３３１㎡）の入替え工事を実施する。 

この入替え工事に伴い、大スタジオの面積が縮小する（入替え工事後１４３㎡）ため、使用

料も減額となるもの。 

 またその結果、小スタジオ（１３０㎡）と面積が同程度となるため、「大スタジオ、小スタジ

オ」から「スタジオ１、スタジオ２」へと名称変更を行うもの。 

２ 改正内容 

  北九州市障害者スポーツセンターのスタジオの名称及び使用料を変更する。（別表２関係） 

現行 改正後 

 平日 休日等  平日 休日等 

大スタジオ 2,500円 2,800円 スタジオ１ 1,100円 1,200円 

小スタジオ 1,000円 1,100円 スタジオ２ 1,000円 1,100円 

３ 施行期日   

平成２９年４月１日

スタジオ

→トレーニング室に

用途変更

名称のみ変更

参考（レイアウト図）

室

トレーニング室

→スタジオに用途変更

（名称も変更）

（331㎡） 
（143㎡）

（73㎡） 

（130㎡） 
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(216㎡)



【議案第１７５号】北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例について 

１ 制定理由 

国家戦略特別区域法による特例として、国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適

した宿泊施設を一定期間以上、利用させ、及び外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する国家

戦略特別区域外国人滞在施設経営事業（以下「特区民泊」という。）を行う場合には、「旅館業

法」の適用が除外される。 

本市は、平成２８年１月２９日に国家戦略特別区域法の規定に基づく国家戦略特別区域の指

定を受け、同年１０月４日に、特区民泊を含む区域計画が内閣総理大臣の認定を受けた。 

今回、国家戦略特別区域法施行令に基づき「特区民泊の施設を使用させる期間の下限の日数」

を規定する他、特区民泊が適正に実施されるよう必要な事項を規定する条例を制定するもの。 

２ 条例の内容 

（１）趣旨（第１条関係） 

（２）国家戦略特別区域法施行令第１２条第２号の条例で定める期間（第２条関係） 

特区民泊の施設を使用させる期間の下限の日数を定める。 

（３）認定事業者の責務（第３条関係） 

認定事業者は、本市の区域計画の策定の趣旨を踏まえて、本市の豊かな自然と触れ合

い、又は市民と交流する機会を積極的に設けるよう努めなければならない旨を定める。 

（４）立入調査等（第４条関係） 

市長は必要な限度において、その職員に、認定事業者の事務所又は施設に立ち入り、

認定事業の実施状況について調査させ、又は関係人に質問させることができるとの権

限等について定める。 

（５）手数料（第５条関係） 

特定認定の申請又は変更をしようとする者は、手数料を納付すべきことを定め、当該

手数料の額等について定める。 

（６）委任（第６条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 
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第195号 北九州市立小池学園
社会福祉法人
　北九州市福祉事業団

2年
平成29年4月1日～
平成31年3月31日

○ P5

第196号
北九州市立戸畑障害者地域活動
センター

社会福祉法人
  北九州障害者福祉事業協会

5年
平成29年4月1日～
平成34年3月31日

P61

第197号
北九州市障害者スポーツセン
ター

北九州市障害者スポーツセン
ター運営共同事業体

5年
平成29年4月1日～
平成34年3月31日

P79

障害者
支援課

議案
番号

施　設　名 指定期間 担当課

指定管理者の指定について（北九州市立小池学園等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　【議案第195号～第197号】

指定管理者の指定議案一覧（３施設／３議案）

指定管理者
条件付
公募 頁

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14


